
北海道公営住宅駐車場使用料徴収事務取扱要領

［沿革］ 平成６年10月11日住宅第 685号 決 定

平成17年３月25日住宅第2482号 一部改正

平成18年５月19日住宅第 322号 一部改正

平成19年３月27日住宅第2227号 一部改正

平成22年３月26日住宅第2022号 一部改正

平成29年３月30日住宅第1621号 一部改正

第１ 趣旨

この要領は、北海道営住宅条例施行規則（平成９年規則第42号）第19条の規定に基づき、

道営住宅の駐車場使用料（以下「駐車場使用料」という。）の徴収事務の取扱いに関し必

要な事項を定めるものとする。

第２ 駐車場使用料の徴収

１ 総合振興局長又は振興局長（以下「総合振興局長等」という。）は、数人分を集合し

て調定し、又は数人分の一定期間分を集合して調定する場合は、調定書（財務トータル

システム事務処理要綱（平成６年３月４日付け局開第140号出納局長通達「財務会計ト

ータルシステム事務処理要綱の制定について」）別記第Ｄ－１号様式）に調定一覧表（別

記第１号様式）を添付して行うものとする。

２ 駐車場使用料は、道営住宅駐車場使用料納入通知書（別記第２号様式。以下「納入通

知書」という。）又は納入義務者の指定する預貯金口座からの口座振替又は自動払込（以

下「口座振替等」という。）の方法により収納するものとする。

３ 総合振興局長等は、調定（調定の変更を含む。）したとき及び収納があったときはそ

の旨建設部長に報告しなければならない。

第３ 口座振替等の対象者

口座振替等の対象者は、駐車場使用料の納入義務者のうち、駐車場使用料を口座振替等

により納入しようとする者で、口座振替等による収納事務を取り扱う金融機関に預貯金口

座を有し、当該金融機関の確認を得た者（以下「口座振替等納入者」という。）とする。

第４ 口座振替等納入者への納入通知

総合振興局長等は、口座振替等納入者に係る調定（調定の変更を含む。）をしたときは、

当該口座振替等納入者に対し、道営住宅駐車場使用料納入通知書（口座振替・自動払込用）

（別記第３号様式。以下「納入通知書（口振用）」という。）を送付するものとする。

第５ 口座設定店

口座振替等による収納事務を取り扱うことができる金融機関は、北海道指定金融機関及

び北海道収納代理金融機関のうち、「道営住宅駐車場使用料の口座振替収納に係る取扱金

融機関事務取扱要領（平成２年２月23日住宅都市部長決定。以下「口座振替要領」という。）」

別紙１に定める金融機関（以下「口座設定店」という。）とする。

第６ 指定預貯金口座

納入義務者が指定できる預貯金口座は、口座設定店における普通預金口座、当座預金口

座又は通常貯金口座のうち、納入義務者が指定する名義人の１口座（以下「指定預貯金口



座」という。）とする。

第７ 振替日

取扱金融機関は、総合振興局長等（建設部長経由）からの通知に基づき、北海道営住宅

条例（平成９年条例第11号。）第17条第２項に規定する納入期限に振替又は払込を行い北

海道歳入金として収納するものとする。ただし、金融機関の休日に当たるときはその翌営

業日を振替日とする。

第８ 口座振替等の手続

１ 新規の手続

駐車場使用料を口座振替等により納入しようとする納入義務者は、道営住宅駐車場使

用料口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書・廃止届・変更届（別記第４号様式第１

葉。以下「依頼書」という。）、道営住宅駐車場使用料口座振替納付申込書・自動払込

利用申込書・廃止届・変更届（マスター登録票）（別記第４号様式第２葉。以下「マス

ター登録票」という。）及び道営住宅駐車場使用料口座振替納付申込書・自動払込利用

申込書・廃止届・変更届（納入義務者控）（別記第４号様式第３葉。以下「申込書（控）」

という。）を口座設定店へ提出し、口座設定店は依頼書、マスター登録票及び申込書（控）

（以下「依頼書等」という。）の確認をした後、申込書（控）を納入義務者に交付し、

マスター登録票を総合振興局長等に送付するものとする。

２ 指定預貯金口座の廃止又は変更

口座振替等納入者は、口座振替等を廃止又は変更しようとするときは、依頼書等を口

座設定店に提出し、口座設定店は依頼書等を確認をした後、申込書（控）を口座振替等

納入者に交付し、マスター登録票を総合振興局長等に送付するものとする。ただし、口

座設定店を変更する場合には、さらに第８の１に規定する手続を行うものとする。

３ 納入義務者の身上事項の変更

口座振替等納入者は、納入義務者の身上に関する事項として、口座名義人の氏名及び

届け印に変更が生じた時は依頼書等を口座設定店を経由し、総合振興局長等に提出する

ものとする。

４ 総合振興局長又は振興局長等の事務

(1) 総合振興局長等は、口座設定店から送付されたマスター登録票の内容を確認し、道

営住宅管理システムに登録するものとする。

(2) 建設部長は、総合振興局長等が登録した道営住宅管理システムのデータに基づき、

口座振替等納入者に係る口座振替等に必要な項目を記録した口座振替等用フロッピー

ディスク、光ディスク又は電子データ及び道営住宅駐車場使用料口座振替・自動払込

通知書（別記第５号様式）を作成し、毎月、駐車場使用料の口座振替日の５営業日前

までに代表店（口座振替要領別紙１に定める代表店）に送付するものとする。

第９ 振替等不能者の取扱い

総合振興局長等は、振替日に口座振替等ができなかった口座振替等納入者（以下「振替

等不能者」という。）にその旨を通知するとともに、当該月分の駐車場使用料を道営住宅

駐車場使用料口座振替・自動払込不能通知書兼納付書（別記第６号様式。以下「口振等不

能納付書」という。）により収納するものとする。

第10 口座振替等の取扱いの取消し



総合振興局長等は口座振替等納入者が次のいずれかに該当する場合は、口座振替等によ

る収納を取り消すことができる。

(1) ３ヶ月以上にわたり口座振替等が不能の場合

(2) その他特別の事情がある場合

この場合、(1)の該当者に対しては、道営住宅駐車場使用料口座振替・自動払込取消通

知書その１（別記第７号様式）、(2)の該当者に対しては道営住宅駐車場使用料口座振替

・自動払込取消通知書その２（別記第８号様式）により通知するものとする。

第11 口座振替等の事後の事務

建設部長は、口座振替等の後、代表店から送付される口座振替等済のフロッピーディス

ク、光ディスク又は電子データにより道営住宅駐車場使用料口座振替・自動払込結果明細

表（別記第９号様式。以下「振替等結果明細表」という。）、道営住宅駐車場使用料口座

振替・自動払込不能者一覧表（別記第10号様式。以下「振替等不能者一覧表」という。）

道営住宅駐車場使用料徴収原票（別記第11号様式。以下「徴収原票」という。）及び口振

等不能納付書を作成し、総合振興局長等に対しては振替等結果明細表、振替等不能者一覧

表、徴収原票及び口振等不能納付書を、北海道指定金融機関総括店に対しては振替等結果

明細表を送付するものとする。

第12 納入済証明書の交付

総合振興局長等は、口座振替等納入者から駐車場使用料の口座振替等による納入済の証

明を求められたときは、道営住宅駐車場使用料納入済証明書（別記第12号様式）を交付す

るものとする。

第13 収納管理

総合振興局長等は、徴収原票及び滞納者整理票（道営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

（平成13年４月１日付け住宅第４号建設部長・出納局長通達「道営住宅家賃滞納整理等事

務処理要綱」）別記第２号様式）により現年度及び過年度の駐車場使用料の徴収管理を行

うものとする。

第14 証拠書類等の編さん

１ 調定書（調定一覧表を含む。）は、調定番号順にまとめて月別に界紙を入れ表紙（別

記第13号様式）を付けて編さんするものとする。

２ 領収済通知書は、領収月日順にまとめて月別に表紙（別記第14号様式）を付けて適宜

編さんするものとする。

３ 建設部長から送付された振替等結果明細表及び振替等不能者一覧表は月順にまとめて

月別に界紙を入れ、表紙（別記15号様式）を付けて編さんするものとする。

４ 口座設定店から送付されたマスター登録票は表紙（別記16号様式）を付けて適宜編さ

んするものとする。

第15 補則

この要領の施行に関し、必要な事項は建設部長が定める。



別記第１号様式

調 定 一 覧 表 年 月 日 頁

総合振興局(振興局)名 総合振興局(振興局) 徴収主体

種 内 訳 １ 内 訳 ２ （傾斜家賃の場合） 仮 減

団 地 名 棟 番 号 住戸番号 名義人番号 名 義 人 氏 名 調 定 額 割賃率 入

別 （円） 駐車場使用料 （円） 月 額 割 賃 （円） 駐車場使用料 （円） 月 額 割 賃 （円） 居 免

注 電子計算機により出力される場合を除き、「名義人氏名」及び「調定額」欄のみ記載すること。



別記第９号様式

道 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 口 座 振 替 ・自 動 払 込 結 果 明 細 表 年 月 日

（ 年 月 日 振替(払込）分 ）

総合振興局(振興局) 徴収主体

取 扱 金 融 機 関 （代表店） 振 替 （払 込） 対 象 振 替 （払 込） 済 振 替 （払 込） 不 能
不 能 率 備 考

番 号 名 称 件 数 金 額 （円） 件 数 金 額 （円） 件 数 金 額 （円）

住宅課 総合振興局（振興局）

金融機関



別記第10号様式

道 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 口 座 振 替・自 動 払 込 不 能 者 一 覧 表 年 月 日

（ 年 月 日 振替（払込）分 ）

総合振興局（振興局） 徴 収 主 体

市町村 団 地 種 指 定 貯 預 金 口 座 引 納 取
棟番号 住戸番号 名義人番号 名 義 人 氏 名 振替（払込）不能金額 備 考

コード コード 口 座 名 義 人 氏 名 銀 行 支店 種別 口 座 番 号 （円） 去 通 消

（住宅課 総合振興局（振興局））



別記第11号様式

年 度 道 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 徴 収 原 票 年 月 日 頁

総合振興局（振興局）名 総合振興局（振興局） 徴収主体 会計 款 項 目 節

団地 棟・住戸番号 名義人番号 名義人氏名 種別 電話 入居日 退去日 （単位：円）

納 期 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 年度間調定額 収 納 済 額

調 定 額

収 納 額 未収計 収納率

収納日・区分
口 座 設 定 店

前 回 収 納 日

督 促 年 月 日 徴 収 開 始

指 定 期 限 傾 斜 開 始 傾 斜 期 間

延 滞 金 減 免 終 了 生 保

不 能 欠 損 日 徴収停止年月日

団地 棟・住戸番号 名義人番号 名義人氏名 種別 電話 入居日 退去日 （単位：円）

納 期 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 年度間調定額 収 納 済 額

調 定 額

収 納 額 未収計 収納率

収納日・区分
口 座 設 定 店

前 回 収 納 日

督 促 年 月 日 徴 収 開 始

指 定 期 限 傾 斜 開 始 傾 斜 期 間

延 滞 金 減 免 終 了 生 保

不 能 欠 損 日 徴収停止年月日

団地 棟・住戸番号 名義人番号 名義人氏名 種別 電話 入居日 退去日 （単位：円）

納 期 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 年度間調定額 収 納 済 額

調 定 額

収 納 額 未収計 収納率

収納日・区分
口 座 設 定 店

前 回 収 納 日

督 促 年 月 日 徴 収 開 始

指 定 期 限 傾 斜 開 始 傾 斜 期 間

延 滞 金 減 免 終 了 生 保

不 能 欠 損 日 徴収停止年月日

団地 棟・住戸番号 名義人番号 名義人氏名 種別 電話 入居日 退去日 （単位：円）

納 期 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 年度間調定額 収 納 済 額

調 定 額

収 納 額 未収計 収納率

収納日・区分
口 座 設 定 店

前 回 収 納 日

督 促 年 月 日 徴 収 開 始

指 定 期 限 傾 斜 開 始 傾 斜 期 間

延 滞 金 減 免 終 了 生 保

不 能 欠 損 日 徴収停止年月日

団地 棟・住戸番号 名義人番号 名義人氏名 種別 電話 入居日 退去日 （単位：円）

納 期 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 年度間調定額 収 納 済 額

調 定 額

収 納 額 未収計 収納率

収納日・区分
口 座 設 定 店

前 回 収 納 日

督 促 年 月 日 徴 収 開 始

指 定 期 限 傾 斜 開 始 傾 斜 期 間

延 滞 金 減 免 終 了 生 保

不 能 欠 損 日 徴収停止年月日

注 「収納日・区分」欄の区分は １：納入通知書収納、２：口座振替（自動払込）収納、３：口振（自動払込）不能納付書収納、４：公金振替収納、５：分納、６：現金領収、９：その他 を意味する。

（用紙寸法 縦280ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 、横380ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） （住宅課 総合振興局（振興局）



別記第13号様式

分 第 １ 分 類 第 ２ 分 類 第 ３ 分 類 第 ４ 分 類
類
記

年度完結 号

年保存 年（度）廃棄

年 度

北海道営住宅事業特別会計

道 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 調 定 票

（ ）

（ 冊（箱）のうち第 号）

文 書 主 管 課 引 継 （ 時 期 ） 不 要 要 （ 年 （ 度 ） ）

主 務 課 保 存 承 認 期 間 年 （ 度 ） ～ 年 （ 度 ）

保 存 の 延 長 期 間 年 （ 度 ） ～ 年 （ 度 ）

簿冊（箱）番号 棚番号

部 局 名



別記第15号様式

分 第 １ 分 類 第 ２ 分 類 第 ３ 分 類 第 ４ 分 類
類
記

年度完結 号

年保存 年（度）廃棄

年 度

北海道営住宅事業特別会計

道 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 口 座 振 替 ・自 動 払 込 結 果 明 細 表

道 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 口 座 振 替 ・自 動 払 込 不 能 者 一 覧 表

（ 冊（箱）のうち第 号）

文 書 主 管 課 引 継 （ 時 期 ） 不 要 要 （ 年 （ 度 ） ）

主 務 課 保 存 承 認 期 間 年 （ 度 ） ～ 年 （ 度 ）

保 存 の 延 長 期 間 年 （ 度 ） ～ 年 （ 度 ）

簿冊（箱）番号 棚番号

部 局 名



別記第２号様式

第１葉

道営住宅駐車場使用料納入通知書 公 税外

年度

（ 年 月分～ 年 月分）

北海道会計管理者 振替 公
加 入 者 名

( 地区) 口座
種

総合振興局(振興局)名 市町村 団地 棟 住戸 名 義 人 取りまとめ 北海道指定金融機関別

金 融 機 関 銀行 店

納 入 額 ３ 頁 に 示 す 金 額

納入の目的 道営住宅駐車場使用料として

納 入 期 限 毎 月 末 日

北海道指定金融機関
納 入

北海道収納代理金融機関
道内各郵便局

場 所
北海道 総合振興局（振興局）収入取扱員

（ 取 扱 先 ）
上記のとおり毎月別紙により納入してください。

〒

年 月 日

北海道 総合振興局（振興局）長 ,
北海道

第２葉

◆ 注 意 事 項 ◆

１ この納入通知書は大切に保管してください。

万一、紛失や損傷したときは、表記取扱先に申出の上、再交付を受けてください。

２ 駐車場使用料の納入は、納入期限（毎月末日）を厳守してください。

３ 月の末日が金融機関休業日の時は、翌営業日を納入期限とします。

道営住宅の駐車場使用料の納入は簡単便利な口座振替（自動払込）で・・・

◎お申し込みは・・・ ◎口座振替・自動払込取扱金融機関
表記取扱先にある申込用紙（道営住宅駐 北洋銀行、北海道銀行、北海道労働金庫、道内各信
車場使用料口座振替納付依頼書・自動払 用金庫、道内各信用組合（ウリ信用組合及びあすか
込利用申込書）の必要事項を記載の上、 信用組合を除く）、北海道信連及び道内各農業協同
取扱金融機関の口座開設店舗に提出して 組合の本支店並びにゆうちょ銀行各支店
いただくだけです。
（手数料はかかりません。）



第３葉

年度（ 年 月分～ 年 月分） 道営住宅駐車場使用料

４ 月 分 ５ 月 分 ６ 月 分 ７ 月 分 ８ 月 分 ９ 月 分

円 円 円 円 円 円

１０月 分 １１月 分 １２月 分 １ 月 分 ２ 月 分 ３ 月 分

円 円 円 円 円 円

第４葉

道 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 家 賃 領 収 証 書

月 分 ４ 月 分 ５ 月 分 ６ 月 分 ７ 月 分 ８ 月 分 ９ 月 分

領 収

日付印

月 分 10 月 分 11 月 分 12 月 分 １ 月 分 ２ 月 分 ３ 月 分

領 収

日付印



第５葉以降（表）

北海道 税外 収 入 伝 票 公 北海道 税外 徴 収 済 通 知 書 公

加入者名 北海道会計管理者( 地区) 加 入 者 名 北海道会計管理者（ 地区） 振 替 口 座 公
と り ま と め 公 金振替口座 公 北海道指定金融機関 銀行 店 小樽貯金事務センター （〒 ）金 融 機 関 とりまとめ店

とりまとめ 北海道指定金融機関
金融機関 銀行 店 納 入 Ｃ

出納員 執 行 機 関 年度 会計 調 定 番 号 内訳番号 略 科 目 金 額
区 分 Ｄ

区分 出納員 執 行 機 関

Ｃ
区分 年 度 調 定 年 月 調 定 額 名義人番号

Ｄ

年度 会計 調 定 番 号 内訳番号

部局名 振興局

納入目的 道営住宅駐車場使用料 部局名 振興局 〒
納 住

〒
納 住 入 所

年度 市町村 団地 棟 住 戸 名義人番号

入 所 者
氏 名 様

者
氏名 様 年 月分

年 月分 この用紙は機械で読み取りますので、

納入額 円 納入額 円 汚したり折り曲げないでください。
領 収 日 付 印

うち証券受領 上記のとおり領収しましたので通知します。 第一次収納金融
円 領 収 日 付 印 機関、受付局用

納入の
日 口数 口 第一次収納金融

機関、受付局用 目 的
計 金額 円

北海道 北海道会計管理者 （うち証券受領 円）

第一次収納
金融機関

北 海 道 （ 指定金融機関 → 北海道 ）
受 付 局
保 存

第５葉以降（裏）

受 付 日 付 印 （ 経 由 金 融 機 関 用 ）



別記第３号様式

郵 便 は が き

平成 年度
道営住宅駐車場使用料納入通知書（口座振替・自動払込用）

次の金額を毎月末日（末日が金融機関の休業日のとき

は翌営業日）に指定口座から振り替え（払い込み）ます

ので、通知いたします。

月 駐車場使用料（円） 月 駐車場使用料（円）

４ １０

５ １１

６ １２

７ １

８ ２

９ ３

振替（払込）指定口座

総合振興局(振興局) 徴 市町村 団 地 棟 番 号 住戸番号 名義人番号 金融機関名

支 店

口 座 番 号

〒

平成 年 月 日

北海道 総合振興局（振興局）長 ,

料金後納
郵 便

（注意事項）

１ 口座振替（自動払込）後は、金融機関からは特に領収

証書の発行及び電話通知等は行われません。

なお、納入済みの証明が必要な方は総合振興局（振興

局）建設指導課に申し出てください。

２ 振替日に預貯金残高が不足しますと振り替え（払い込

み）できませんのでご注意ください。

３ 預貯金残高不足等により口座振替（自動払込）不能と

なったときは、翌月に道営住宅駐車場使用料口座振替・

自動払込不能通知書兼納付書を郵送しますので、最寄り

の金融機関の窓口で直接納入してください。



別記第６号様式

（表）

道営住宅駐車場使用料口座振替・自動払込不能通知書兼納付書 公 北海道 税外 収 入 伝 票 公 北海道 税外 領 収 済 通 知 書 （口座振替不能分） 公

税外 領 収 証 署 加入者名 北海道会計管理者 ( 地区) 加 入 者 名 北海道会計管理者( 地区) 振 替 口 座 公
と り ま と め 公 金

道営住宅駐車場使用料 振替口座 公 北海道指定金融機関 銀行 店 小樽貯金事務センター (〒 047-8794 )金 融 機 関 とりまとめ店

北 海 道 会 計 管 理 者 とりまとめ 北海道指定金融機関
加入者 収入 Ｃ

( ) 金融機関 銀行 店 出納員 執 行 機 関 年度 会計 調 定 番 号 内訳番号 略 科 目 金 額区分 Ｄ

振 替 公 区分 出納員 執 行 機 関

口 座 区分 年 号 調定年月 調 定 額 名義人番号 Ｃ

〒 年度 会計 調定番号 内訳番号
納
入
者
住 納入目的 道営住宅駐車場使用料 部局名 振興局 〒
所 納 住

〒
納 住

納入者 入
所

氏 名 入 年度 市町村 団地 棟 住 戸 名義人番号
所 者

あなたは、道営住宅駐車場使用料を口座振替（自動払込）で納入なさっておりますが、この 振興局 氏名 様
者

たび残高不足等により振替（払込）不能となりましたので、この納付書により最寄りの金融機 年 月分 氏名 様

関へ至急お支払いください。 納入額 円 年 月分 この用紙は機械で読み取りますので、
領 収 日 付 印

なお、今後も振替（払込）不能が続く場合、口座振替（自動払込）による取扱いを取り消す 上記のとおり領収しました。 納入額 円 納入額 円 汚したり折り曲げたりないでください。
第一次収納金融

ことになりますので、あらかじめお知らせいたします。 うち証券受領 機関、受付局用
納 年 月分道営住宅 領 収 日 付 印 領 収 日 付 印 上記のとおり領収しましたので通知します。

円
年 月 日 入 駐車場使用料として 第一次収納金融 第一次収納金融 納入の

機関、受付局用 日 口数 口 機関、受付局用
額 円 目 的

北海道 総合振興局（振興局）長 , 計 金額 円

北海道 北海道会計管理者 様 （うち証券受領 円）
納 北海道指定金融機関

（連絡先） 第一次収納
付 北海道収納代理金融機関

金融機関
場 道内各郵便局

受 付 局 北海道 （指定金融機関→北海道）
所 北海道 総合振興局(振興局)収入取扱員

保 管

（納付者用）

（裏）

受 付 日 付 印 （ 経 由 金 融 機 関 用 ）



別記第４号様式

第１葉

口座振替納付依頼
道営住宅駐車場使用料 書・廃止届・変更届 （※該当項目を○で囲んでください。）

自動払込利用申込

平成 年 月 日

〒 －

注 振替（払込）日は、原則として（

住納 住所 納入期限（月末日）です。

宅入

名義

義務 ﾌﾘｶﾞﾅ

人者
氏名 ,

）

電話 － －

私は道営住宅駐車場使用料を口座振替（自動払込）により納入したいので、次の事項を確認の上依頼（申込）します。

１ 私が納入すべき道営住宅駐車場使用料は、北海道建設部長から貴金融機関に通知される家賃の金額を所定の振替

（払込）日に指定預金（貯金）口座から当該金額を引き落としの上、北海道へ払込みすること。

２ 預金（貯金）の引き落としに当たっては、預金（貯金）規程にかかわらず、当座小切手の振出し又は預金（貯金）

通帳及び預金（貯金）払戻請求書の提出等いたしませんので、貴金融機関所定の方法で処理すること。

３ 指定口座からの引き落としに当たっては、領収証書の発行及び電話通知等を省略すること。

４ 納入義務者と口座名義人が異なる場合、私が納入すべき道営住宅駐車場使用料を下記の口座名から引き落とすこと

について、口座名義人の了承を得ているので、このことによるトラブルの責は、私が負うものとして取り扱って差し

支えありません。

金融機関名 支店名
道営住宅家賃口座振替 ゆ
(自動払込)取扱金融機関 金融機関コード 支店コード 種別 口座番号（右づめ）

う 指定
・北洋銀行 口座 普通１

・北海道銀行 ち 当座２ ※は金融機関で記入
・道内各信用金庫
・北海道労働金庫 ょ ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月
・道内各信用組合 口 ※振替開

（ウリ信用組合及びあ 銀 始年月

すか信用組合を除く) ４
・北海道信連 行 座
・道内各農業協同組合 氏名 元号 年 月

以 ※変更・

・ゆうちょ銀行 名 廃止年月

外 ４

※は金融機関で記入

（変更の場合）
振込先口座番号 02780 - 6 - 960324 振込先加入者名 北海道建設部

該当する変更内容に○印を
契約種 種目コード 付してください。

種目コード 通帳記号 通帳番号（右づめ） 申込の場合「１６６」

（いずれかに○) 別ｺｰﾄﾞ 廃止の場合「１７６」 １ 口座番号の変更

１ ６ ６ ２ 口座名義人の変更
ゆ １ ７ ６

３ ０ の

３ 届出印の変更
う 〒 －

ち
住所 金融機関使用欄

ょ 預 （受付印等）

銀 金
ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月

者 ※払込開

行 始年月

４

氏名 元号 年 月
※変更・

廃止年月

４

電話 － －

※は金融機関で記入

（金融機関保存）

（ゆうちょ銀行（受付店）→貯金事務センター）



別記第４号様式

第２葉

口座振替納付
道営住宅駐車場使用料 申込書・廃止届・変更届（マスター登録票）

自動払込利用

平成 年 月 日

北海道 総合振興局長（振興局長） 様

〒 －

（

住納 住所

宅入

名義

義務 ﾌﾘｶﾞﾅ

人者
氏名 ,

）

電話 － －

１ 私が納入すべき道営住宅駐車場使用料を口座振替（自動払込）の方法により納入したいので申し込みます。

２ 万一、預金（貯金）口座の残額が不足等で道営住宅駐車場使用料を振替（払込）納入できないときは、一般の方法

により金融機関の窓口に納入します。

３ 口座振替（自動払込）契約を解除又は内容を変更するときは、所定の手続きにより金融機関に届け出ます。

４ 口座振替（自動払込）の取扱いについて、北海道の定める事由に該当するときは、中止されても異議はありません。

５ 納入済みの証明書が必要な場合は、総合振興局（振興局）建設指導課に申し出ます。

金融機関名 支店名
ゆ

金融機関コード 支店コード 種別 口座番号（右づめ）
う 指定
口座 普通１

ち 当座２

ょ ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月
口 ※振替開

銀 始年月

４
行 座

氏名 元号 年 月
以 ※変更・

名 廃止年月

外 ４

（変更の場合）
振込先口座番号 02780 - 6 - 960324 振込先加入者名 北海道会計管理者

該当する変更内容に○印を
契約種 種目コード 付してください。

種目コード 通帳記号 通帳番号（右づめ） 申込の場合「１６６」

（いずれかに○) 別ｺｰﾄﾞ 廃止の場合「１７６」 １ 口座番号の変更

１ ６ ６ ２ 口座名義人の変更
ゆ １ ７ ６ ３ ０ の

３ 届出印の変更
う 〒 －

ち
住所 金融機関使用欄

ょ 預 （受付印等）

銀 金
ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月

者 ※払込開

行 始年月

４

氏名 元号 年 月
※変更・

廃止年月

４

電話 － －

（金融機関（受付店）→総合振興局（振興局）建設指導課）

（貯金事務センター→総合振興局（振興局）建設指導課）



別記第４号様式

第３葉

口座振替納付
道営住宅駐車場使用料 申込書・廃止届・変更届（納入義務者控）

自動払込利用

平成 年 月 日

〒 －

（

住納 住所

宅入

名義

義務 ﾌﾘｶﾞﾅ

人者
氏名

）

電話 － －

道営住宅駐車場使用料の口座振替（自動払込）の取扱は次のとおりです。

１ 口座振替（自動払込）の取扱開始は、「道営住宅駐車場使用料納入通知書（口座振替用）」の送付があってから

となります。

２ 口座振替（自動払込）の開始以後の扱いは次のとおりなります。

(１) 毎月の道営住宅駐車場使用料を所定の振替（払込）日（月末日）に、ご指定の預（貯）金口座から振り替え

て、北海道へ支払います。

(２) この口座振替（自動払込）に係る領収証書の発行及び電話通知は省略します。

(３) 預金（貯金）の残高不足などにより振替（払込）が出来なかった場合、総合振興局（振興局）建設指導課か

ら「道営住宅駐車場使用料口座振替・自動払込不納通知書兼納付書」が送付されますので、これにより金融機

関窓口へ直接支払いください。

なお、連続３ヵ月以上振替（払込）ができなかった場合は、本扱いを廃止させていただくことがありますの

でご注意ください。

金融機関名 支店名
ゆ

金融機関コード 支店コード 種別 口座番号（右づめ）
う 指定
口座 普通１

ち 当座２

ょ ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月
口 ※振替開

銀 始年月

４
行 座

氏名 元号 年 月
以 ※変更・

名 廃止年月

外 ４

（変更の場合）
振込先口座番号 02780 - 6 - 960324 振込先加入者名 北海道会計管理者

該当する変更内容に○印を
契約種 種目コード 付してください。

種目コード 通帳記号 通帳番号（右づめ） 申込の場合「１６６」

（いずれかに○) 別ｺｰﾄﾞ 廃止の場合「１７６」 １ 口座番号の変更

１ ６ ６ ２ 口座名義人の変更
ゆ １ ７ ６ ３ ０ の

３ 届出印の変更
う 〒 －

ち
住所 金融機関使用欄

ょ 預 （受付印等）

銀 金
ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月

者 ※払込開

行 始年月

４

氏名 元号 年 月
※変更・

廃止年月

４

電話 － －

（金融機関（受付店）→納入義務者）





口座振替納付依頼
道営住宅駐車場使用料 書・廃止届・変更届 （※該当項目を○で囲んでください。）

自動払込利用申込

平成 年 月 日

〒 －

注 振替（払込）日は、原則として（

住納 住所 納入期限（月末日）です。

宅入

名義

義務 ﾌﾘｶﾞﾅ

人者
氏名 ,

）

電話 － －

私は道営住宅駐車場使用料を口座振替（自動払込）により納入したいので、次の事項を確認の上依頼（申込）します。

１ 私が納入すべき道営住宅駐車場使用料は、北海道建設部長から貴金融機関に通知される駐車場使用料家賃の金額を

所定の振替（払込）日に指定預金（貯金）口座から当該金額を引き落としの上、北海道へ払込みすること。

２ 預金（貯金）の引き落としに当たっては、預金（貯金）規程にかかわらず、当座小切手の振出し又は預金（貯金）

通帳及び預金（貯金）払戻請求書の提出等いたしませんので、貴金融機関所定の方法で処理すること。

３ 指定口座からの引き落としに当たっては、領収証書の発行及び電話通知等を省略すること。

４ 納入義務者と口座名義人が異なる場合、私が納入すべき道営住宅駐車場使用料を下記の口座名から引き落とすこと

について、口座名義人の了承を得ているので、このことによるトラブルの責は、私が負うものとして取り扱って差し

支えありません。

金融機関名 支店名
道営住宅家賃口座振替 ゆ
(自動払込)取扱金融機関 金融機関コード 支店コード 種別 口座番号（右づめ）

う 指定
・北洋銀行 口座 普通１

・北海道銀行 ち 当座２ ※は金融機関で記入
・道内各信用金庫
・北海道労働金庫 ょ ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月
・道内各信用組合 口 ※振替開

（ウリ信用組合及びあ 銀 始年月

すか信用組合を除く) ４
・北海道信連 行 座
・道内各農業協同組合 氏名 元号 年 月

以 ※変更・

・ゆうちょ銀行 名 廃止年月

外 ４

※は金融機関で記入

（変更の場合）
振込先口座番号 02780 - 6 - 960324 振込先加入者名 北海道会計管理者

該当する変更内容に○印を
契約種 種目コード 付してください。

種目コード 通帳記号 通帳番号（右づめ） 申込の場合「１６６」

(いずれかに○) 別ｺｰﾄﾞ 廃止の場合「１７６」 １ 口座番号の変更

１ ６ ６ ２ 口座名義人の変更
ゆ １ ７ ６

３ ０ の

３ 届出印の変更
う 〒 －

ち
住所 金融機関使用欄

ょ 預 （受付印等）

銀 金
ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月

者 ※払込開

行 始年月

４

氏名 元号 年 月
※変更・

廃止年月

４

電話 － －

※は金融機関で記入

（金融機関保存）

（ゆうちょ銀行（受付店）→貯金事務センター）



口座振替納付
道営住宅駐車場使用料 申込書・廃止届・変更届（マスター登録票）

自動払込利用

平成 年 月 日

北海道 総合振興局長（振興局長） 様

〒 －

（

住納 住所

宅入

名義

義務 ﾌﾘｶﾞﾅ

人者
氏名 ,

）

電話 － －

１ 私が納入すべき道営住宅駐車場使用料を口座振替（自動払込）の方法により納入したいので申し込みます。

２ 万一、預金（貯金）口座の残額が不足等で道営住宅駐車場使用料を振替（払込）納入できないときは、一般の方法

により金融機関の窓口に納入します。

３ 口座振替（自動払込）契約を解除又は内容を変更するときは、所定の手続きにより金融機関に届け出ます。

４ 口座振替（自動払込）の取扱いについて、北海道の定める事由に該当するときは、中止されても異議はありません。

５ 納入済みの証明書が必要な場合は、総合振興局（振興局）建設指導課に申し出ます。

金融機関名 支店名
ゆ

金融機関コード 支店コード 種別 口座番号（右づめ）
う 指定
口座 普通１

ち 当座２

ょ ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月
口 ※振替開

銀 始年月

４
行 座

氏名 元号 年 月
以 ※変更・

名 廃止年月

外 ４

（変更の場合）
振込先口座番号 02780 - 6 - 960324 振込先加入者名 北海道会計管理者

該当する変更内容に○印を
契約種 種目コード 付してください。

種目コード 通帳記号 通帳番号（右づめ） 申込の場合「１６６」

(いずれかに○) 別ｺｰﾄﾞ 廃止の場合「１７６」 １ 口座番号の変更

１ ６ ６ ２ 口座名義人の変更
ゆ １ ７ ６

３ ０ の

３ 届出印の変更
う 〒 －

ち
住所 金融機関使用欄

ょ 預 （受付印等）

銀 金
ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月

者 ※払込開

行 始年月

４

氏名 元号 年 月
※変更・

廃止年月

４

電話 － －

（金融機関（受付店）→総合振興局（振興局）建設指導課）

（貯金事務センター→総合振興局（振興局）建設指導課）



口座振替納付

道営住宅駐車場使用料 申込書・廃止届・変更届（納入義務者控）
自動払込利用

平成 年 月 日

〒 －

（

住納 住所

宅入

名義

義務 ﾌﾘｶﾞﾅ

人者
氏名

）

電話 － －

道営住宅駐車場使用料の口座振替（自動払込）の取扱は次のとおりです。

１ 口座振替（自動払込）の取扱開始は、「道営住宅駐車場使用料納入通知書（口座振替用）」の送付があってから

となります。

２ 口座振替（自動払込）の開始以後の扱いは次のとおりなります。

(１) 毎月の道営住宅駐車場使用料を所定の振替（払込）日（月末日）に、ご指定の預（貯）金口座から振り替え

て、北海道へ支払います。

(２) この口座振替（自動払込）に係る領収証書の発行及び電話通知は省略します。

(３) 預金（貯金）の残高不足などにより振替（払込）が出来なかった場合、総合振興局（振興局）建設指導課か

ら「道営住宅駐車場使用料口座振替・自動払込不納通知書兼納付書」が送付されますので、これにより金融機

関窓口へ直接支払いください。

なお、連続３ヵ月以上振替（払込）ができなかった場合は、本扱いを廃止させていただくことがありますの

でご注意ください。

金融機関名 支店名
ゆ

金融機関コード 支店コード 種別 口座番号（右づめ）
う 指定
口座 普通１

ち 当座２

ょ ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月
口 ※振替開

銀 始年月

４
行 座

氏名 元号 年 月
以 ※変更・

名 廃止年月

外 ４

（変更の場合）
振込先口座番号 02780 - 6 - 960324 振込先加入者名 北海道会計管理者

該当する変更内容に○印を
契約種 種目コード 付してください。

種目コード 通帳記号 通帳番号（右づめ） 申込の場合「１６６」

(いずれかに○) 別ｺｰﾄﾞ 廃止の場合「１７６」 １ 口座番号の変更

１ ６ ６ ２ 口座名義人の変更
ゆ １ ７ ６

３ ０ の

３ 届出印の変更
う 〒 －

ち
住所 金融機関使用欄

ょ 預 （受付印等）

銀 金
ﾌﾘｶﾞﾅ 届出印 元号 年 月

者 ※払込開

行 始年月

４

氏名 元号 年 月
※変更・

廃止年月

４

電話 － －

（金融機関（受付店）→納入義務者）



別記第５号様式

道営住宅駐車場使用口座振替・自動払込通知書

平成 年 月 日

道営住宅駐車場使用料の口座振替（自動払込）について、別添のフロッピーディス

ク、光ディスク又は電子データに基づき振替されるよう通知します。

なお、フロッピーディスク、光ディスク又は電子データに記録されている口座振替

（自動払込）の合計は、次のとおりです。

様

北 海 道 建 設 部 長 ,

平成 年 月分

徴 収 主 体 件 数 金 額

件 円

件 円

件 円

合 計 件 円

・引渡し 振替日の５営業日前まで

・返 却 振替日の３営業日後まで

（住宅課→金融機関）

（用紙寸法 日本工業規格Ｂ５）



別記第７号様式

道営住宅駐車場使用料口座振替・自動払込取消通知書 その１

年 月 日

あなたは、道営住宅駐車場使用料について口座振替（自動払込）をなさっています

が、このたび振替（払込）不能が続いており、このまま口座振替（自動払込）による

徴収を続けますと、事務処理上、支障がありますので口座振替（自動払込）の取扱い

を取り消させせていただきます。

したがいまして、 年 月分家賃からの納入につきましては同封の道営住宅

駐車場使用料納入通知書により最寄りの取扱金融機関でお支払ください。

様

北海道 総合振興局（振興局）長 ,

連絡先
建設指導課主査（建築住宅）

電話 － － （直通）

（用紙寸法 縦100ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横188ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

別記第８号様式

道営住宅駐車場使用料口座振替・自動払込取消通知書 その２

年 月 日

(住所) 道営住宅駐車場使用料の口座振替（自動払込）

〒 納付のための申込手続をしていただきましたが、

月15日現在で、まだ前月分駐車場使用料が未

納となっていますので、このまま口座振替（自

(氏名) 動払込）の取扱を開始しますと事務処理上支障

様 がありますので、口座振替（自動払込）の申込

みを取り消させていただきます。

なお、納入期限が過ぎている駐車場使用料の

納入をしていただいた時点で口座振替（自動払

払込）の取扱いをいたしますので左記へ電話連

絡してください。

連絡先
建設指導課主査（建築住宅）

北海道 総合振興局（振興局）長 ,

電話 － － （直通）

（用紙寸法 縦100ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横188ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）



別記第12号様式

道営住宅駐車場使用料納入済証明書

利 用 者 番 号 利 用 者 氏 名

年 月分

金 額 円

上記の金額は、指定預貯金口座から振替（払込）済

であることを証明します。

年 月 日

北海道 総合振興局（振興局）長 ,

（用紙寸法 縦110ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横130ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）



別記第14号様式

第 １ 分 類 第 ２ 分 類 第 ３ 分 類 第 ４ 分 類
分

類

記

号
年度完結

年保存 年（度）廃棄

年度

北海道営住宅事業特別会計

道営住宅駐車場使用料領収済通知書

（ ）

（ 冊（箱）のうち第 号）

文 書 主 管 課 引 継 （ 時 期 ） 不 要 ・ 要 （ 年 （ 度 ） ）

主 務 課 保 存 承 認 期 間 年 （ 度 ） ～ 年 （ 度 ）

保 存 の 延 長 期 間 年 （ 度 ） ～ 年 （ 度 ）

簿冊（箱）番号
箱番号

部 局 名



別記第16号様式

第 １ 分 類 第 ２ 分 類 第 ３ 分 類 第 ４ 分 類
分

類

記

号
年度完結

年保存 年（度）廃棄

年度

北海道営住宅事業特別会計

道営住宅駐車場使用料口座振替納付申込書・自動払込利用申込書・廃止届・変更届

（ ）

（ 冊（箱）のうち第 号）

文 書 主 管 課 引 継 （ 時 期 ） 不 要 ・ 要 （ 年 （ 度 ） ）

主 務 課 保 存 承 認 期 間 年 （ 度 ） ～ 年 （ 度 ）

保 存 の 延 長 期 間 年 （ 度 ） ～ 年 （ 度 ）

簿冊（箱）番号
箱番号

部 局 名


